
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画像を撮影する動画撮影モードと静止画像を撮影する静止画撮影モードとを有し、撮
影レンズを介して撮影する撮像装置であって、
　当該撮像装置の電源をオン／オフする電源ボタンと、
　前記動画撮影モード及び前記静止画撮影モードのいずれかを選択する撮影モード選択手
段と、
　前記撮影レンズのズーム倍率を変更するために前記撮影レンズを移動させるズーム駆動
手段と
　

　 を備え、
　前記ズーム駆動手段は、電源がオンされた時に、前記撮影モード選択手段により選択さ
れた前記動画撮影モード又は前記静止画撮影モード

前記撮影レンズを移動させることを特徴とする
撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、動画撮影と静止画撮影のできる撮像装置に関する。特に、動画撮影の操作性が
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、
前記動画撮影モードと前記静止画撮影モードにおける電源オン時のそれぞれの初期ズー

ム倍率を選択するズーム倍率選択手段と、
選択された初期ズーム倍率を記憶する記憶手段と

と、前記記憶手段に記憶された初期ズ
ーム倍率とに基づいたズーム倍率位置まで



改善された撮像装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、撮影画像をすぐに確認することができるデジタルスチルカメラ（以下、ＤＳＣと称
す）が急速に普及している。このＤＳＣ用のレンズ鏡筒としては、非撮影時における携帯
性を考慮し、非撮影時には鏡筒の長さが短くなる、いわゆる沈胴式のレンズ鏡筒が採用さ
れているのが一般的である。また高機能化のため、静止画撮影のみならず、同一の光学系
を用いて、音声を含む動画撮影もできるようになってきている（例えば、特許文献１参照
）。
【０００３】
図３０に、従来の沈胴式のレンズ鏡筒の分解斜視図を示す（例えば、特許文献２参照）。
この沈胴式のレンズ鏡筒７０は、１つのカム筒７１により移動レンズ枠７２，７３を前後
方向に移動させることにより焦点距離を変える光学系である。このカム筒７１の内周面に
はカム溝７４，７５が形成され、このカム溝７４，７５が移動レンズ枠７２，７３の移動
軌跡をそれぞれ決定する。移動レンズ枠７２，７３は、それぞれの外周面に設けられた３
本のカムピン７２ａ，７３ａがそれぞれカム溝７４，７５と係合することにより、光軸（
Ｚ軸）方向に移動する。カム筒７１は、固定筒８０の外側に設けられ、光軸の回りに回転
自在である。カム筒７１の外周にはギア７６が形成され、このギア７６に駆動力伝達ギア
７７が噛合される。駆動力伝達ギア７７は、減速ギアトレイン７８を介してカム筒駆動ア
クチュエータ７９の出力軸に連結されている。したがって、カム筒駆動アクチュエータ７
９を駆動すると、その駆動力が減速ギアトレイン７８を介して駆動力伝達ギア７７に伝達
されて、カム筒７１が回転される。これにより、移動レンズ枠７２，７３がそれぞれカム
溝７４，７５の形状に沿って移動するので、沈胴状態から広角端を経由し、ズーミングが
行われる。
【０００４】
【特許文献１】
特開２００２－２０４３９０号公報
【０００５】
【特許文献２】
特開２００２－１０７５９８号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記の従来の沈胴式のレンズ鏡筒を用いた撮像装置においては、次のよう
な問題点があった。
【０００７】
（１）従来の沈胴式レンズ鏡筒においては、減速ギアトレイン７８、カム枠（カム筒７１
）を用いてズーミングを行っていたため、ズーム速度の高速化、ズーム音の静音化に対し
ては不向きであり、特に動画撮影する際には、ズーム音が記録されるなどという問題があ
った。
（２）動画撮影を行うことが困難であったため、静止画撮影と動画撮影との両方を同時刻
に行うことができず、動画像と、その動画像に比べて高解像度の静止画像との両方を撮影
したいというニーズに対応することができなかった。
（３）動画像と静止画像とを同時に撮影しても、両画像が関連性無く別個にメモリに記憶
されるため、後でこれらを再生したり整理したりする際に手間がかかるという問題があっ
た。
【０００８】
そこで本発明は、沈胴式レンズ鏡筒であっても、カム枠を用いずにズーミングを行うこと
により、ズーム速度の高速化、ズーム音の静音化を実現し、動画像と静止画像との両方の
撮影が可能で、かつ撮影の操作性が改善された撮像装置を提供することを目的とする。
【０００９】
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【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明の撮像装置は以下のように構成される。
【００１０】
本発明の第１の撮像装置は、動画像を撮影する動画撮影モードと静止画像を撮影する静止
画撮影モードとを有する撮像装置であって、前記撮像装置の電源をオン／オフする電源ボ
タンと、前記動画撮影モード及び前記静止画撮影モードのいずれかを選択する撮影モード
選択手段と、前記撮像装置が電源オフの状態で前記動画撮影モードが選択された場合には
、電源オンの後、直ちに動画撮影の開始を指示する第１の撮影制御手段とを備えることを
特徴とする。
【００１１】
上記の第１の撮像装置によれば、電源オン後に、瞬時に動画撮影を開始することができる
。したがって撮影者は、被写体を追いかけるなどの操作を行いながらも、重要な場面を撮
り逃すなどの不都合が生じないため、従来のＤＳＣでは不向きであった使用方法を行うこ
とができる。
【００１２】
本発明の第２の撮像装置は、動画像を撮影する動画撮影モードと静止画像を撮影する静止
画撮影モードとを有する撮像装置であって、前記動画撮影モード及び前記静止画撮影モー
ドのいずれかを選択する撮影モード選択手段と、前記撮像装置が電源オンの状態で前記動
画撮影モードが選択された場合には、直ちに動画撮影の開始を指示する第２の撮影制御手
段とを備えることを特徴とする。
【００１３】
上記の第２の撮像装置によれば、電源オンの状態で動画撮影モードを選択するのみで、別
途シャッターボタンを押すことなく、瞬時に動画撮影を開始させることができる。その結
果、大事なシャッターチャンスを逃す機会を減らすことができる。
【００１４】
本発明の第３の撮像装置は、動画像を撮影する動画撮影モードと静止画像を撮影する静止
画撮影モードとを有する撮像装置であって、前記動画撮影モード及び前記静止画撮影モー
ドのいずれかを選択する撮影モード選択手段と、前記動画撮影モードが選択されて動画撮
影を開始する際には、静止画像を少なくとも１枚撮影すると共に動画撮影の開始を指示す
る第３の撮影制御手段とを備えることを特徴とする。
【００１５】
上記の第３の撮像装置によれば、動画撮影モードが選択された状態で撮影を行うと、動画
撮影が始まる前にその動画像に比べ高解像度の静止画像を撮影することができるので、同
一の時刻の被写体を連続して撮影できるという、これまでのＤＳＣにはない使用方法を行
うことができる。
【００１６】
上記の第３の撮像装置は、更に、撮影された前記動画像を保存するための動画像ファイル
を作成する動画像ファイル作成手段と、撮影された前記静止画像を保存するための静止画
像ファイルを作成する静止画像ファイル作成手段と、前記動画像ファイル及び前記静止画
像ファイルの作成に伴い、前記動画像と前記静止画像とを関連付ける関連付け情報を保存
するための関連付け情報ファイルを作成する関連付け情報ファイル作成手段とを備えるこ
とが好ましい。
【００１７】
かかる好ましい撮像装置によれば、動画像と、その動画像に比べ高解像度の静止画とを同
時に撮影することができることに加え、関連付け情報ファイルを作成することにより、動
画像と静止画像との関連付けを容易に行うことが出来るため、メモリカード等の記録媒体
上でのファイル管理が容易になる。したがって、撮影画像の再生、あるいはパソコン上で
のデータ整理が容易になる。
【００１８】
この場合において、上記の第３の撮像装置が、更に、前記動画像及び前記静止画像を表示
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する表示装置と、前記関連付け情報ファイルを読み込むデータ読み込み手段と、前記関連
付け情報ファイルをもとに前記表示装置に静止画像を表示する静止画像表示制御手段と、
静止画像を選択する静止画像選択手段と、前記静止画像選択手段により選択された静止画
像に関連付けられた動画像を、前記表示装置にて再生する動画再生制御手段とを備えるこ
とが好ましい。
【００１９】
かかる好ましい撮像装置によれば、撮影画像の再生時に、動画像と静止画像との関連付け
を行う関連付け情報ファイルを読み込むことにより、静止画像と同時刻に撮影され、かつ
その静止画像に関連付けられた動画像を、容易に再生することができる。また、表示され
た静止画像にマークをつけることにより、静止画像に動画像が関連付けられているかどう
かを瞬時に判断することができるので、動画像の再生が容易になる。
【００２０】
この場合において、前記静止画像表示制御手段は、関連付けられた動画像が存在する静止
画像及び関連付けられた動画像が存在しない静止画像の表示順序を制御することが好まし
い。
【００２１】
かかる好ましい撮像装置によれば、関連付けられた動画像が存在する静止画像と、関連付
けられた動画像が存在しない静止画像とを分類して表示することができるので、動画像の
選択、再生が容易になる。
【００２２】
また、上記の第３の撮像装置は、更に、前記動画像及び前記静止画像を表示する表示装置
と、前記関連付け情報ファイルを読み込むデータ読み込み手段と、前記関連付け情報ファ
イルをもとに前記表示装置に静止画像を表示する静止画像表示制御手段と、静止画像を選
択する静止画像選択手段と、前記静止画像選択手段により選択された前記静止画像と前記
静止画像に関連付けられた動画像とのいずれか、あるいは両方を送信する送信手段とを備
えることが好ましい。
【００２３】
かかる好ましい撮像装置によれば、静止画像と同時刻に撮影され、かつその静止画像に関
連付けられた動画像を、容易に選択し、送信することができる。また、静止画像に、動画
像が関連付けられているかどうかを瞬時に判断することができるので、動画像の送信が容
易になる。
【００２４】
この場合において、前記静止画像表示制御手段は、関連付けられた動画像が存在する静止
画像及び関連付けられた動画像が存在しない静止画像の表示順序を制御することが好まし
い。
【００２５】
かかる好ましい撮像装置によれば、関連付けられた動画像が存在する静止画像と、関連付
けられた動画像が存在しない静止画像とを分類して表示することができるので、動画像の
送信が容易になる。
【００２６】
更に、本発明の第４の撮像装置は、動画像を撮影する動画撮影モードと静止画像を撮影す
る静止画撮影モードとを有し、撮影レンズを介して撮影する撮像装置であって、前記撮像
装置の電源をオン／オフする電源ボタンと、前記動画撮影モード及び前記静止画撮影モー
ドのいずれかを選択する撮影モード選択手段と、前記撮影レンズのズーム倍率を変更する
ために前記撮影レンズを駆動するズーム駆動手段と、前記動画撮影モードと静止画撮影モ
ードにおける電源オン時のそれぞれのズーム倍率を初期光学ズーム倍率情報として選択す
るズーム倍率選択手段と、選択された前記初期光学ズーム倍率情報を記憶する記憶手段と
を備え、前記記憶手段に前記初期光学ズーム倍率情報が記憶されている場合には、電源オ
ン時に、前記撮影モード選択手段により選択された前記動画撮影モード又は前記静止画撮
影モードに応じた前記初期光学ズーム倍率情報に基づいたズーム倍率位置まで前記撮影レ
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ンズを移動させて停止することを特徴とする。
【００２７】
上記第４の撮像装置によれば、動画撮影時と静止画撮影時との電源オン時のズーム倍率に
ついて、撮影者が自由に設定可能としたことにより、例えば、瞬時にズームアップして静
止画像を撮影したい場合には、広角端に比べスタンバイ状態に至るまでの時間が短い望遠
端での撮影が電源オンの直後に瞬時に可能になるので、シャッターチャンスを逃すなどの
不都合が生じにくくなる。
【００２８】
【発明の実施の形態】
（実施の形態１）
以下、本発明の実施の形態１における撮像装置について、図１～図１３を用いて説明する
。図１は実施の形態１における撮像装置に使用される沈胴式レンズ鏡筒の分解斜視図、図
２は同撮像装置に使用される沈胴式レンズ鏡筒のガイドポール支持部を説明する分解斜視
図、図３（ａ），（ｂ），（ｃ）は同撮像装置に使用される沈胴式レンズ鏡筒におけるレ
ンズの傾きを説明する図、図４は同撮像装置に使用される沈胴式レンズ鏡筒におけるカム
溝の展開図、図５は同撮像装置に使用される沈胴式レンズ鏡筒における２群レンズの原点
検出センサの取り付け位置を説明する分解斜視図、図６は同撮像装置のアクチュエータ駆
動回路の構成を示したブロック図、図７は同撮像装置の画像処理部のハードウェアウェア
構成を示したブロック図、図８は同撮像装置における操作部の概略図、図９は同撮像装置
における撮影モードを選択するモードダイヤルの概略図、図１０は同撮像装置に使用され
る沈胴式レンズ鏡筒の沈胴時での断面図、図１１は同撮像装置に使用される沈胴式レンズ
鏡筒の望遠端使用時での断面図、図１２は同撮像装置に使用される沈胴式レンズ鏡筒の広
角端使用時での断面図、図１３は同撮像装置の撮影動作を説明するフローチャートである
。
【００２９】
沈胴式のレンズ鏡筒１について、図１から図５を用いて説明する。図示したように、沈胴
式レンズ鏡筒の光軸をＺ軸（物体側を正とする）とするＸＹＺ３次元直交座標系を設定す
る。Ｌ１は１群レンズ、Ｌ２は光軸（Ｚ軸）上を移動して変倍を行う２群レンズ、Ｌ３は
像ぶれ補正用の３群レンズ、Ｌ４は変倍に伴う像面変動の補正及び合焦のために光軸上を
移動する４群レンズである。
【００３０】
１群保持枠２は１群レンズＬ１を保持しており、１群レンズＬ１の中心軸が光軸と平行と
なるように、筒状の１群移動枠３に対してネジ等で固定されている。この１群移動枠３に
は、光軸と平行な２本のガイドポール（ガイド部材）４ａ，４ｂの一端が固定されている
。
【００３１】
２群移動枠５は２群レンズＬ２を保持し、先述の２本のガイドポール４ａ，４ｂによって
支持されることにより、光軸方向に摺動可能となっている。また２群移動枠５は、ステッ
ピングモータなどの２群レンズ駆動アクチュエータ６の送りネジ６ａと、２群移動枠５に
設けたラック７のネジ部とが噛合することにより、２群レンズ駆動アクチュエータ６の駆
動力にて、光軸方向に移動して変倍を行う。
【００３２】
３群枠８は、像ぶれ補正用レンズ群Ｌ３（３群レンズ）を保持し、像ぶれ補正装置３１を
構成している。
【００３３】
４群移動枠９は、３群枠８とマスターフランジ１０との間に挟まれた、光軸と平行な２本
のガイドポール１１ａ，１１ｂにて支持されることにより、光軸方向に摺動可能となって
いる。また４群移動枠９は、ステッピングモータなどの４群レンズ駆動アクチュエータ１
２の送りネジ１２ａと、４群移動枠９に設けたラック１３のネジ部とが噛合することによ
り、４群レンズ駆動アクチュエータ１２の駆動力にて、光軸方向に移動し、変倍に伴う像
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面変動の補正と合焦とを行う。
【００３４】
撮像素子（ＣＣＤ）１４は、マスターフランジ１０に取り付けられている。
【００３５】
次に、ガイドポール４ａ，４ｂの支持方法について、図２を用いて説明する。
【００３６】
３群枠８には支持部８ａ（主軸側），８ｂ（廻り止め側）が設けられている。ガイドポー
ル４ａ，４ｂが支持部８ａ，８ｂを貫入することにより、ガイドポール４ａ，４ｂは光軸
と平行に保持される。この２つの支持部８ａ，８ｂに対してガイドポール４ａ，４ｂが光
軸方向に摺動するため、ガイドポール４ａ，４ｂの一端に固定された１群移動枠３に保持
された１群レンズＬ１は、３群枠８に設けられた像ぶれ補正用レンズＬ３に対して精度が
保たれる。さらに、ガイドポール４ａ，４ｂが、２群移動枠５に設けられた支持部５ａ（
廻り止め側），５ｂ（主軸側）を摺動可能に貫入することにより、２群移動枠５はガイド
ポール４ａ，４ｂに光軸方向に摺動自在に支持されるため、２群移動枠５に保持された２
群レンズＬ２は、３群枠８に設けられた像ぶれ補正用レンズＬ３に対して精度が保たれる
。
【００３７】
ここで、上記に説明した１群レンズＬ１，２群レンズＬ２，３群レンズＬ３の関係を、図
３（ａ）～図３（ｃ）を用いて説明する。図中、矢印Ｌ１ａ，Ｌ２ａは、それぞれ１群レ
ンズＬ１，２群レンズＬ２の中心軸の向きを示している。
【００３８】
図３（ａ）は３つのレンズ群Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３の理想状態を示しており、Ｚ軸（レンズ鏡
筒の光軸であり、これは３群レンズＬ３の中心軸と一致する）に対して１群レンズＬ１の
中心軸Ｌ１ａ及び２群レンズＬ２の中心軸Ｌ２ａが平行になっている。
【００３９】
図３（ｂ）は図３０に示す従来のレンズ鏡筒と同様の方式により、１群レンズＬ１及び２
群レンズ群Ｌ２を、図３０の移動レンズ枠７２に設けたカムピン７２ａ及び移動レンズ枠
７３に設けたカムピン７３ａによりそれぞれ支持した場合を示している。この場合、カム
ピン７２ａ，７３ａ及びカム溝７４，７５の精度のばらつきにより、１群レンズＬ１の中
心軸Ｌ１ａ及び２群レンズＬ２の中心軸Ｌ２ａは、相互に平行ではなく、且つＺ軸とも平
行とはならない。従って、光学性能が悪化する可能性が大きい。
【００４０】
図３（ｃ）は本実施の形態の場合を示している。１群レンズＬ１及び２群レンズＬ２は、
同一のガイドポール４ａ，４ｂに支持されているため、１群レンズＬ１の中心軸Ｌ１ａ及
び２群レンズＬ２の中心軸Ｌ２ａがＺ軸に対して仮に傾いたとしても、両中心軸Ｌ１ａ，
Ｌ２ａの向きは常に一致する。すなわち、光学性能に対する影響度が最も高い像ぶれ補正
用レンズ群Ｌ３に対して１群レンズＬ１及び２群レンズＬ２は常に同一方向に傾くため、
光学性能の悪化量を最小限に抑えることができる。
【００４１】
次に、１群レンズＬ１を光軸方向に移動させる構成について説明する。
【００４２】
略中空円筒状の駆動枠１５の撮像素子１４側の内周面の一部にギア１５ａが形成されてい
る。また、その物体側（Ｚ軸の正の側）の内周面に略１２０°間隔に３つの突起部１５ｂ
が形成されている。突起部１５ｂが１群移動枠３の撮像素子１４側の外周面に設けられた
周方向の３つの溝部３ａと係合することにより、駆動枠１５は１群移動枠３に対して光軸
を中心として相対的に回転可能であり、光軸方向には駆動枠１５と１群移動枠３とは一体
で移動する。さらに駆動枠１５の内周面には、３本のカムピン１６ａ，１６ｂ，１６ｃが
１２０°間隔に圧入固定されている。
【００４３】
筒状のカム枠１７の外表面には、略１２０゜間隔にて３本のカム溝１８ａ，１８ｂ，１８
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ｃが形成されている。図４に、カム枠１７の外周面の展開図を示す。カム枠１７のカム溝
１８ａ，１８ｂ，１８ｃに駆動枠１５のカムピン１６ａ，１６ｂ，１６ｃがそれぞれ係合
する。各カム溝１８ａ，１８ｂ，１８ｃは、撮像素子１４側（Ｚ軸の負の側）にカム枠１
７の周方向とほぼ平行な部分１９ａと、物体側（Ｚ軸の正の側）にカム枠１７の周方向と
ほぼ平行な部分１９ｃと、部分１９ａと部分１９ｃとを螺旋状に繋ぐ部分１９ｂとを有す
る。カムピン１６ａ，１６ｂ，１６ｃが、部分１９ａにあるとき、１群レンズＬ１は撮像
素子１４側に繰り込まれた状態（沈胴状態）で停止する。この状態から、駆動枠１５が光
軸回りに回転することにより、カムピン１６ａ，１６ｂ，１６ｃは部分１９ｂを経て、部
分１９ｃに至る。カムピン１６ａ，１６ｂ，１６ｃが部分１９ｃにあるとき、１群レンズ
Ｌ１は物体側に繰り出されて停止する。
【００４４】
カム枠１７の外周面であって、カム溝１８ｂとカム溝１８ｃとの間には、スプライン状の
駆動ギア１９の両端の駆動ギア軸２０を回転可能に保持する軸受け部１７ｄと、駆動ギア
１９との干渉を避けるために半円筒面状に窪ませた駆動ギア取り付け部（凹部）１７ａと
が形成されており、これにより駆動ギア１９はカム枠１７の外周面上に回転自在に保持さ
れている。駆動ギア１９は、後述するマスターフランジ１０に取り付けられた駆動ユニッ
ト２１の駆動力を駆動枠１５に設けられたギア部１５ａに伝達する。したがって、駆動ギ
ア１９が回転することにより、駆動枠１５が光軸の回りに回転し、この際、駆動枠１５に
設けられたカムピン１６ａ，１６ｂ，１６ｃが、カム枠１７のカム溝１８ａ，１８ｂ，１
８ｃ内を移動することにより、駆動枠１５は光軸方向にも移動する。このとき、１群移動
枠３は、これに固定された２本のガイドポール４ａ，４ｂが３群枠８の支持部８ａ，８ｂ
に貫入されていることにより、光軸回りの回転が制限されるから、駆動枠１５が光軸方向
に移動するに従って、１群移動枠３は光軸方向に直進移動する。
【００４５】
２群移動枠５の駆動アクチュエータ６は、カム枠１７の取り付け部１７ｂに固定される。
また、４群移動枠９の駆動アクチュエータ１２は、マスターフランジ１０の取り付け部１
０ａに固定される。駆動ギア１９に駆動力を伝達する駆動ユニット２１は、駆動アクチュ
エータ２２と複数のギアからなる減速ギアユニット２３とからなり、マスターフランジ１
０の取り付け部１０ｂに固定される。
【００４６】
シャッターユニット２４は、撮像素子１４の露光量及び露光時間を制御するため、一定の
開口径を形成する絞り羽根とシャッター羽根とから構成されている。
【００４７】
２群移動枠５用の原点検出センサ２５は、発光素子および受光素子からなる光検出センサ
であり、２群移動枠５の光軸方向の位置、つまり２群レンズＬ２の原点位置（絶対位置）
を検出する。この原点検出センサ２５は、図５に示すように、カム枠１７の取り付け部１
７ｃに取り付けられ、２群移動枠５が最も撮像素子１４側（－Ｚ方向側）の位置又はその
近傍に移動した際に、２群移動枠５に設けられた羽根５ｃが原点検出センサ２５の正面を
通り、光を遮ることにより原点位置を検出する。原点が検出されるとき、２群移動枠５及
び２群移動枠に取り付けられたラック７は、駆動モータ６寄りの最も撮像素子１４側に位
置する。この状態は、後述する図１０の状態に該当する。
【００４８】
４群移動枠９用の原点検出センサ２６は、４群移動枠９の光軸方向の位置、つまり４群レ
ンズＬ４の原点位置を検出する。駆動枠１５用の原点検出センサ２７は、駆動枠１５の回
転方向の位置、つまり駆動枠１５と一体で移動する１群移動枠３及び１群レンズＬ１の原
点位置を検出する。
【００４９】
像ぶれ補正装置３１は、撮影時に像ぶれを補正するための像ぶれ補正用レンズ群Ｌ３を、
第１の方向（Ｙ方向）であるピッチング方向と、第２の方向（Ｘ方向）であるヨーイング
方向とに移動させる。第１の電磁アクチュエータ４１ｙはＹ方向の駆動力を発生し、第２
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の電磁アクチュエータ４１ｘはＸ方向の駆動力を発生することにより、像ぶれ補正用レン
ズ群Ｌ３は光軸Ｚにほぼ垂直なＸ，Ｙの２方向に駆動される。
【００５０】
次に、この沈胴式レンズ鏡筒を搭載した撮像装置（ここではＤＳＣ３５）のアクチュエー
タ駆動回路について、図６を用いて説明する。
【００５１】
ＤＳＣ３５には、ＤＳＣ３５を制御するマイクロコンピュータ３６が搭載されている。こ
のマイクロコンピュータ３６は、ＤＳＣ３５に設けられた電源ボタン３７からの信号に基
づき、駆動制御手段４０を介して１群レンズ駆動アクチュエータ２２を駆動制御し、原点
検出センサ２７が１群レンズＬ１の原点位置を検出後、所定位置まで１群レンズＬ１を駆
動する。また、マイクロコンピュータ３６は、変倍用レバー３８からの信号に基づき、駆
動制御手段４１を介して２群レンズ駆動アクチュエータ６を駆動制御し、原点検出センサ
２５が２群レンズＬ２の原点位置を検出後、所定のズーム位置まで２群レンズＬ２を駆動
する。さらに、マイクロコンピュータ３６は、シャッターボタン３９が押されると、駆動
制御手段４２を介して４群レンズ駆動アクチュエータ１２を駆動制御し、原点検出センサ
２６が４群レンズＬ４の原点位置を検出後、焦点合わせを行う。
【００５２】
撮影モード選択ダイヤル５３は、図９に示すように、ＤＳＣ３５に設けられた回転式のダ
イヤルである。この撮影モード選択ダイヤル５３を回転させて、基準位置５３ａに各モー
ドを示した絵文字を一致させることにより、各モードを選択できる。この撮影モード選択
ダイヤル５３には、静止画撮影モードとして、プログラムモード「Ｐ」５３ｂ、絞り優先
モード「Ａ」５３ｃ、シャッター優先モード「Ｓ」５３ｄを備え、更に、動画撮影モード
５３ｅ、撮影画像再生モード５３ｆ、撮影画像送信モード５３ｇを備える。
【００５３】
次に、ＤＳＣ３５の画像処理回路について、図７を用いて説明する。
【００５４】
撮像素子（ＣＣＤ）１４は、沈胴式レンズ鏡筒１を介して入射する映像を電気信号に変換
し、撮像素子駆動制御手段４３によりその動作が制御される。アナログ信号処理手段４４
は、撮像素子１４により得られた映像信号に対し、ガンマ処理などのアナログ信号処理を
施す。Ａ／Ｄ変換手段４５は、アナログ信号処理手段４４から出力されたアナログの映像
信号をデジタル信号に変換する。デジタル信号処理手段４６は、Ａ／Ｄ変換手段４５によ
りデジタル信号に変換された映像信号に対し、ノイズ除去や輪郭強調等のデジタル信号処
理を施す。フレームメモリ４７は、デジタル信号処理手段４６を経た画像信号を一旦記憶
する。画像記録制御手段４８は、フレームメモリ４７で一旦記憶された画像の、内部メモ
リあるいは記録メディア等の画像記録手段４９への書き込みを制御する。画像記録手段４
９に記録された撮影画像は、画像表示制御手段５０からの信号により、フレームメモリ５
１を介して、ＤＳＣ３５に搭載された液晶モニタ等の画像表示装置５２に表示される。
【００５５】
このように構成されたＤＳＣ３５について、その動作を以下に述べる。
【００５６】
最初に、沈胴式のレンズ鏡筒１が、図１０に示す非撮影時（未使用時）の状態から、図１
１、図１２に示す撮影時の状態に移行し、ＤＳＣ３５として撮影が可能となるまでの動作
について、図１３に示すフローチャートを用いて説明する。
【００５７】
まず、動画像を撮影する際には、撮影モード選択ダイヤル５３により、動画撮影モード５
３ｅを選択する（Ｓ１０１）。このとき、レンズ鏡筒１は図１０の非撮影時の状態である
。電源ボタン３７を押して、ＤＳＣ３５本体の電源をオンにする（Ｓ１０２）。電源がオ
ンになることにより、最初に１群レンズＬ１を駆動する１群レンズ駆動アクチュエータ２
２が回転し、減速ギアユニット２３を介して駆動ギア１９を回転させる。そして、駆動ギ
ア１９が回転することにより、駆動ギア１９と噛合している駆動枠１５が、カム溝１８ａ
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，１８ｂ，１８ｃに沿って光軸を中心として回転する。そして原点検出センサ２７を初期
化した後、駆動枠１５が物体方向（Ｚ軸方向）に移動することにより、１群移動枠３も物
体方向に移動する。そして、１群レンズ駆動アクチュエータ２２が所定の回転量だけ回転
したのを図示せぬ回転量検出センサが検出すると、１群移動枠３が所定の位置まで移動し
た後、１群レンズ駆動アクチュエータ２２の回転が停止する。この停止位置では、図４の
カム溝の展開図において、カムピン１６ａ，１６ｂ，１６ｃは、カム枠１７の周方向とほ
ぼ平行な部分１９ｃに到達している。図１１はこのときの状態を示している。
【００５８】
次に、ズーミング用レンズである２群レンズＬ２を所定位置に移動させるため、２群レン
ズ駆動アクチュエータ６が回転し、送りネジ６ａを介してラック７を駆動することにより
、２群移動枠５がＺ軸に沿って動き出す。
【００５９】
ここで、ＤＳＣ３５のマイクロコンピュータ３６に、電源オン後のズーム倍率の初期位置
が広角端付近に設定されている場合には、２群移動枠５は、原点検出センサ２５を初期化
した後、図１２に示す広角端付近にて停止し、ＤＳＣ３５は撮影準備状態となる。
【００６０】
次にマイクロコンピュータ３６は、撮影モード選択ダイヤル５３が、動画撮影モード５３
ｅになっているかどうかを判断する（Ｓ１０３）。動画撮影モード５３ｅが選択されてい
る場合には、自動的に動画撮影を開始する（Ｓ１０５）。一方、静止画撮影モード５３ｂ
～５３ｄが選択されている場合には、撮影スタンバイ状態となり、撮影者の次の指示を待
つ。動画撮影を終了する際には、シャッターボタン３９を全押しする（Ｓ１０６）。これ
により、動画撮影が終了し、撮影スタンバイ状態となる。撮影スタンバイ状態において、
撮影者がシャッターボタン３９を全押しすることにより、撮影モード選択ダイヤル５３の
状態に応じて、静止画像あるいは再び動画像の撮影を行うことができる。
【００６１】
撮影時のズーミング動作については、ズーミング用レンズである２群レンズＬ２を、図１
２に示す広角端の位置から図１１に示す望遠端の位置まで移動させることにより、任意の
ズーム位置にて撮影可能である。
【００６２】
ここで、上記のいずれの場合においても、１群移動枠３および２群移動枠５は、３群枠８
の支持部８ａ，８ｂに保持された同一のガイドポール４ａ，４ｂにて支えられながら所定
位置まで移動する。したがって、１群レンズＬ１および２群レンズＬ２が光軸に対して傾
いたとしても、それらの傾き方向は像ぶれ補正用レンズ群Ｌ３に対して同一であるため、
所定の光学性能を確保することができる。
【００６３】
次に図１１、図１２に示す各撮影時の状態から、図１０に示す非撮影時の状態に移行する
際の動作について説明する。
【００６４】
それぞれの撮影時の状態より、ＤＳＣ３５の電源ボタン３７がオフされると撮影が終了し
、最初に２群移動枠５が２群レンズ駆動アクチュエータ６により撮像素子１４側に移動し
て、図１１に示す状態となる。次に１群レンズ駆動アクチュエータ２２が回転し、減速ギ
アユニット２３を介して駆動ギア１９を上記とは逆方向に回転させる。駆動ギア１９が回
転することにより、駆動ギア１９と噛合している駆動枠１５が光軸を中心として回転し、
同時に、カム溝１８ａ，１８ｂ，１８ｃによって撮像素子１４方向に移動することにより
、１群移動枠３も移動する。そして原点検出センサ２７により駆動枠１５の回転を検出す
ると、１群移動枠３が所定の位置まで移動した後、１群レンズ駆動アクチュエータ２２の
回転が停止する。この停止位置では、図４のカム溝の展開図において、カムピン１６ａ，
１６ｂ，１６ｃは、カム枠１７の周方向とほぼ平行な部分１９ａに到達している。これに
より、図１０に示す状態に移行し、撮影時の状態に比べて長さｃだけ短くなった沈胴状態
となる。
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【００６５】
ここで、沈胴式レンズ鏡筒１の光軸方向の長さを変える沈胴動作については１群レンズＬ
１を駆動する１群レンズ駆動アクチュエータ２２を用い、ズーミング動作については２群
レンズ駆動アクチュエータ６を単独で使用している。そのため、実際の撮影でのズーミン
グ動作は、１群レンズＬ１を繰り出した状態で行うため、１群レンズ駆動アクチュエータ
２２を動作させる必要はなく、２群レンズ駆動アクチュエータ６のみを駆動して図１１か
ら図１２の任意の位置に２群レンズＬ２を移動させてズーミングを行うことができる。し
たがって、ズーミング動作を行うなどの撮影を行う際には、図３０に示した従来方式の沈
胴式レンズ鏡筒とは異なり、ズーム倍率に応じて、鏡筒の繰り出し動作及び繰り込み動作
を行う必要がない。図３０の従来の沈胴式のレンズ鏡筒においては、ズーミング動作時に
、１つの駆動アクチュエータ７９を回転させ、減速ギアトレイン７８を介してカム筒７１
を回転させて、移動レンズ枠７２，７３を同時に駆動していたため、ズーミング速度が遅
く、駆動音が大きい。本発明の沈胴式のレンズ鏡筒１は、２群レンズ駆動アクチュエータ
６としてステッピングモータを使用し、そのステッピングモータに取り付けられた送りネ
ジ６ａを介して、２群移動枠５を直接駆動するため、送り速度も速く、動作音も小さい。
したがって、撮影者は瞬時に画角を変更することが可能となり、被写体を追いかける、音
声付きの動画を撮影するなど、従来のＤＳＣでは不向きであった使用方法を行うことがで
きる。
【００６６】
以上のように実施の形態１によれば、動画像と静止画像との両方を撮影することができる
ＤＳＣにおいて、動画撮影モードが選択された状態で、ＤＳＣの電源をオンにすると、自
動的に動画撮影が開始する。従って、被写体を追いかけて、瞬時に動画撮影を開始できる
という動画撮影に最適なＤＳＣとすることができる。
【００６７】
さらに、高倍率対応のレンズを搭載したＤＳＣにおいて、１群レンズＬ１及び２群レンズ
Ｌ２が、像ぶれ補正用レンズＬ３に対し、少なくとも同一方向に傾くように構成したこと
により、光学性能の低下量を最小限に抑えつつ、未使用時の全長を短くすることが可能と
なるという顕著な効果が得られる。
【００６８】
なお、３群レンズＬ３については、像ぶれ補正装置３１を用いて光軸と直交する方向に移
動可能としたが、３群レンズＬ３が３群枠８に固定された、像ぶれ補正装置を搭載しない
一般のレンズ鏡筒を用いても、同様の効果が得られることは言うまでもない。
【００６９】
なお、本実施の形態１においては、動画撮影モードが選択されている場合には、電源オン
時に、自動的に動画撮影が開始される構成としたが、メニューの選択操作により、撮影者
がシャッターボタンを押すまでは動画撮影が開始されないように構成することもできる。
この場合には、不用意に電源を入れてしまい、動画撮影が開始されてしまうという誤動作
を回避することができる。
【００７０】
（実施の形態２）
次に、本発明の実施の形態２における撮像装置について、図１４を用いて説明する。図１
４は実施の形態２における撮像装置の撮影動作を説明するフローチャートである。なお、
実施の形態１と同一の構成要素については同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００７１】
以下、図１４に示すフローチャートを用いて、その動作を述べる。まず、ＤＳＣ３５本体
の電源をオンにする（Ｓ２０１）ことにより、ＤＳＣ３５は撮影スタンバイ状態となる（
Ｓ２０２）。次に動画撮影を行う場合には、撮影モード選択ダイヤル５３にて動画撮影モ
ード５３ｅを選択する（Ｓ２０３）。動画撮影モード５３ｅが選択された場合には、自動
的に動画撮影を開始する（Ｓ２０４）。この場合、シャッターボタン３９などを押す必要
はなく、瞬時に動画撮影が開始する。動画撮影を終了させる場合には、シャッターボタン
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３９を全押しすることにより（Ｓ２０５）、撮影が終了する。
【００７２】
以上のように実施の形態２によれば、動画像と静止画像との両方を撮影することができる
ＤＳＣにおいて、電源オンの状態で動画撮影モードが選択された場合、自動的に動画撮影
が開始する。従って、動画撮影の開始のために別途シャッターボタンなどを押す必要がな
く、瞬時に動画撮影を開始させることができる。その結果、大事なシャッターチャンスを
逃す機会を減らすことができる。
【００７３】
なお、本実施の形態２においては、動画撮影モードが選択された場合には、自動的に動画
撮影が開始される構成としたが、メニューの選択操作により、撮影者がシャッターボタン
を押すまでは動画撮影が開始されないように構成することもできる。この場合には、不用
意に撮影モード選択ダイヤルを廻してしまい、動画撮影が開始されてしまうという誤動作
を回避することができる。
【００７４】
（実施の形態３）
次に、本発明の実施の形態３における撮像装置について、図１５を用いて説明する。図１
５は実施の形態３における撮像装置の撮影動作を説明するフローチャートである。なお、
実施の形態１と同一の構成要素については同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００７５】
以下、図１５に示すフローチャートを用いて、その動作を述べる。まず、動画像を撮影す
る際には、撮影モード選択ダイヤル５３により、動画撮影モード５３ｅを選択する（Ｓ３
０１）。このとき、レンズ鏡筒１は図１０の非撮影時の状態である。電源ボタン３７を押
して、ＤＳＣ３５本体の電源をオンにする（Ｓ３０２）。電源がオンになることにより、
１群レンズアクチュエータ２２、２群レンズアクチュエータ６が回転し、１群レンズＬ１
、２群レンズＬ２が所定量光軸Ｚ方向に移動して、図１２に示す広角端付近にて停止し、
ＤＳＣ３５は撮影準備状態となる。
【００７６】
次にマイクロコンピュータ３６は、撮影モード選択ダイヤル５３が、動画撮影モード５３
ｅになっているかどうかを判断する（Ｓ３０３）。動画撮影モード５３ｅが選択されてい
る場合には、次のステップ（Ｓ３０５）に移行し、静止画撮影モード５３ｂ～５３ｄが選
択されている場合には、撮影スタンバイ状態となる（Ｓ３０４）。次に、動画撮影モード
５３ｅが選択されている場合において、シャッターボタン３９が全押しされると（Ｓ３０
５）、動画撮影を開始する前に、少なくとも１枚の静止画像を撮影する（Ｓ３０６）。こ
の静止画像は、フレームメモリ４７を経由して、画像記録手段４９を介してメモリカード
等の記録媒体へ書き込まれ、静止画像の撮影を終了する（Ｓ３０７）。静止画像の撮影が
終了すると、自動的に動画撮影モードに移行し、動画撮影を開始する（Ｓ３０８）。動画
撮影を終了する場合には、シャッターボタン３９を全押しする（Ｓ３０９）。これにより
、動画撮影が終了し、撮影スタンバイ状態となる。
【００７７】
以上のように実施の形態３によれば、動画像と静止画像との両方を撮影することができる
ＤＳＣにおいて、動画撮影モードが選択された状態で動画撮影を行うと、動画撮影の開始
の直前に、その動画像に比べ高解像度の静止画像を撮影するので、同一の時刻の被写体を
連続して撮影できるという顕著な効果が得られる。つまり、これまでの沈胴式レンズ鏡筒
付きＤＳＣでは音声付き動画像と静止画像とを同時刻に撮影できないという課題を解決す
ることができる。
【００７８】
なお、動画撮影開始前の静止画像の撮影は、１枚に限ることはなく、複数枚の連写を行っ
ても良い。
【００７９】
（実施の形態４）
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次に、本発明の実施の形態４における撮像装置について、図１６～図１８を用いて説明す
る。図１６は実施の形態４における撮像装置のファイルシステムのディレクトリ構造を示
す図、図１７は同撮像装置の関連付け情報ファイルのデータを説明する図、図１８は同撮
像装置の撮影動作を説明するフローチャートである。なお、実施の形態１と同一の構成要
素については同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００８０】
図１６、図１７を用いて、ＤＳＣ３５の撮影画像のファイル管理方法について説明する。
撮影した撮影画像が記録される記録メディア（図示せず）には、撮影画像フォルダ５４（
フォルダ名“Ｐｉｃｔｕｒｅ”）が形成され、その下に関連付け情報ファイルフォルダ５
５（フォルダ名“Ｉｎｄｅｘ”）、静止画像フォルダ５６（フォルダ名“Ｓｔｉｌｌ”）
、動画像フォルダ５７（フォルダ名“Ｍｏｖｉｅ”）が形成される。静止画像フォルダ５
６には、撮影された静止画像が保存される静止画像ファイル５９が、例えば、“Ｓｔｉｌ
ｌ００１．ｊｐｇ”という名前でファイル作成される。動画像フォルダ５７には、撮影さ
れた動画像が保存される動画像ファイル６０が、例えば、“Ｍｏｖｉｅ００１．ａｖｉ”
という名前でファイル作成される。さらに、関連付け情報ファイルフォルダ５５には、撮
影された動画像と静止画像とを関連付けるための関連付け情報が保存される関連付け情報
ファイル５８が、例えば“Ｉｎｄｅｘ００１．ｈｔｍｌ”という名前でファイル作成され
る。すなわち、この“Ｉｎｄｅｘ００１．ｈｔｍｌ”というファイルには、図１７に示す
ように、静止画像ファイル５９の“Ｓｔｉｌｌ００１．ｊｐｇ”と、動画像ファイル６０
の“Ｍｏｖｉｅ００１．ａｖｉ”とのディレクトリ上での相対パス（即ち、関連付け情報
）が記録されることにより、同時刻に撮影された静止画像と動画像との関連付けを実現し
ている。
【００８１】
以下、図１８に示すフローチャートを用いて、その動作を述べる。まず、動画像を撮影す
る際には、撮影モード選択ダイヤル５３により、動画撮影モード５３ｅを選択する（Ｓ４
０１）。このとき、レンズ鏡筒１は図１０の非撮影時の状態である。電源ボタン３７を押
して、ＤＳＣ３５本体の電源をオンにする（Ｓ４０２）。電源がオンになることにより、
１群レンズアクチュエータ２２、２群レンズアクチュエータ６が回転し、１群レンズＬ１
、２群レンズＬ２が所定量光軸Ｚ方向に移動して、図１２に示す広角端付近にて停止し、
ＤＳＣ３５は撮影準備状態となる。
【００８２】
次にマイクロコンピュータ３６は、撮影モード選択ダイヤル５３が、動画撮影モード５３
ｅになっているかどうかを判断する（Ｓ４０３）。動画撮影モード５３ｅが選択されてい
る場合には、次のステップ（Ｓ４０５）に移行し、静止画撮影モード５３ｂ～５３ｄが選
択されている場合には、撮影スタンバイ状態となる（Ｓ４０４）。次に、動画撮影モード
５３ｅが選択されている場合において、シャッターボタン３９が全押しされると（Ｓ４０
５）、動画撮影を開始する前に、少なくとも１枚の静止画像を撮影する（Ｓ４０６）。こ
の静止画像は、フレームメモリ４７を経由して、画像記録手段４９を介してメモリカード
等の記録媒体へ書き込まれ、静止画像の撮影を終了する（Ｓ４０７）。この際、メモリカ
ード等に初めて記録される場合には、静止画像フォルダ５６を作成後、その階層下に静止
画像ファイル５９として“Ｓｔｉｌｌ００１．ｊｐｇ”を作成し、この中に静止画像が保
存される。また、静止画像フォルダ５６が既に作成されている場合には、静止画像ファイ
ル５９のみを作成し、この中に静止画像が保存される。次に、静止画像の撮影が終了する
と、自動的に動画撮影モードに移行し、動画像の撮影を開始する（Ｓ４０８）。動画像の
撮影を終了する場合には、シャッターボタン３９を全押しする（Ｓ４０９）。これにより
、撮影を終了し、撮影スタンバイ状態となる。撮影された動画像は、フレームメモリ４７
を経由して、画像記録手段４９を介してメモリカード等へ書き込まれる。この際、メモリ
カード等に初めて記録される場合には、動画像フォルダ５７を作成後、その階層下に動画
像ファイル６０として“Ｍｏｖｉｅ００１．ａｖｉ”を作成し、この中に動画像が保存さ
れる。また、動画像フォルダ５７が既に作成されている場合には、動画像ファイル６０の
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みを作成し、この中に動画像が保存される。そして、静止画像ファイル５９、動画像ファ
イル６０の記録とともに、関連付け情報ファイルフォルダ５５を作成後、その階層下に関
連付け情報ファイル５８として“Ｉｎｄｅｘ００１．ｈｔｍｌ”が作成され、その中に図
１７に示した関連付け情報が記録される。
【００８３】
以上のように実施の形態４によれば、動画像と静止画像の両方を撮影することができるＤ
ＳＣにおいて、動画像と、その動画撮影の開始直前にその動画像に比べ高解像度の静止画
とを撮影することができるとともに、関連付け情報ファイルを作成して、ほぼ同時に作成
した動画像と静止画像との関連付けを容易に行うことが出来るので、メモリカード等の記
録媒体上でのファイル管理が容易になるという顕著な効果が得られる。
【００８４】
なお、静止画撮影モード（プログラムモードＰ５３ｂ、絞り優先モードＡ５３ｃ、シャッ
ター優先モードＳ５３ｄ）にて静止画像を撮影した場合には、撮影された静止画像は、静
止画像ファイル５９が作成されてその中に静止画像が保存される。このとき、対応する関
連付け情報ファイル５８も同時に作成されるが、動画像ファイル６０は作成されない。即
ち、図１７に示した関連付け情報において動画像ファイル情報はブランクとなる。
【００８５】
（実施の形態５）
次に、本発明実施の形態５における撮像装置について、図１９～図２１を用いて説明する
。図１９は実施の形態５における撮像装置の画像表示部の概略図、図２０は同撮像装置に
おける動画像の再生メニューを説明する図、図２１は同撮像装置における画像の再生動作
を説明するフローチャートである。なお、実施の形態１と同一の構成要素については同一
の符号を付し、その説明を省略する。
【００８６】
図１９に示すように、ＤＳＣ３５に設けられた画像表示装置５２には、撮影された静止画
像および動画像を表示することができる。この静止画像および動画像は、ＤＳＣ３５に設
けられた上下左右方向に向いた４つの矢印キー６４を操作することにより、撮影画像を順
番に表示させることができる。
【００８７】
以下、図２１に示すフローチャートを用いて、その撮影画像の再生方法について述べる。
まず、動画像を再生する際には、撮影モード選択ダイヤル５３により、再生モード５３ｆ
を選択し、メモリカード等より、複数の関連付け情報ファイル５８を読み込む（Ｓ５０１
）。関連付け情報ファイル５８をもとに、画像表示装置５２に、例えば、ファイル“Ｓｔ
ｉｌｌ００１．ｊｐｇ”に保存された静止画像が表示される（Ｓ５０２）。次に、表示さ
れた静止画像と同時刻に撮影された動画像を再生するかどうかの選択を行う（Ｓ５０３）
。ここで、画像表示装置５２に表示されている静止画像に対して、関連付けられた動画像
がある場合には、動画像再生メニュー６９を一緒に表示する。動画像再生メニュー６９は
、動画像の再生状態を示す矢印マーク６９ａと、動画像を再生するためにはどの矢印キー
６４を操作すればよいのかを示す矢印キーマーク６９ｂとを含む。別の静止画像を表示す
る場合は、矢印キー６４の操作によりページ送りを行い、例えば“Ｓｔｉｌｌ００２．ｊ
ｐｇ”に保存された静止画像を表示する。動画像を再生する場合には、下方向の矢印キー
６４（“ＳＥＴ”の文字のある方向）を押すことにより、その時に表示されていた静止画
像に関連付けられた動画像の再生を開始する（Ｓ５０４）。例えば、静止画像ファイル“
Ｓｔｉｌｌ００１．ｊｐｇ”に保存されていた静止画像を表示している時に動画再生指示
がなされると、関連付け情報ファイル５８の“Ｉｎｄｅｘ００１．ｈｔｍｌ”に保存され
たデータをもとに、動画像ファイル“Ｍｏｖｉｅ００１．ａｖｉ”に保存された動画像の
再生を行う（Ｓ５０５）。
【００８８】
ここで、静止画像に関連付けられた動画像が存在しない場合、つまり、撮影モード選択ダ
イヤル５３にて、静止画撮影モード（プログラムモードＰ５３ｂ、絞り優先モードＡ５３
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ｃ、シャッター優先モードＳ５３ｄ）を選択して撮影した静止画像を表示する際には、動
画像再生メニュー６９を表示しない。この関連付けられた動画像が存在しない静止画像が
保存されたファイルは、図１６に示す静止画像フォルダ５６に保存された静止画像ファイ
ル５９のうち、“Ｓｔｉｌｌ００４．ｊｐｇ”、“Ｓｔｉｌｌ００５．ｊｐｇ”が該当す
る。すなわち、これらにそれぞれ対応する“Ｉｎｄｅｘ００４．ｈｔｍｌ”，“Ｉｎｄｅ
ｘ００５．ｈｔｍｌ”という名前の関連付け情報ファイル５８は存在するが、これらにそ
れぞれ対応する“Ｍｏｖｉｅ００４．ａｖｉ”、“Ｍｏｖｉｅ００５．ａｖｉ”という名
前の動画像ファイル６０は存在しない。
【００８９】
また、関連付けられた動画像が存在する静止画像が表示された場合には、画像表示装置５
２の右上に、動画像が存在することを示すマーク６９ｃが表示される。
【００９０】
以上のように実施の形態５によれば、動画像と静止画像の両方を撮影することができるＤ
ＳＣにおいて、撮影画像の再生時に、動画像と静止画像との関連付けを行う関連付け情報
ファイルを読み込むことにより、静止画像と同時刻に撮影され、かつその静止画像に関連
付けられた動画像を、容易に再生することができる。さらに、静止画像にマークをつける
ことにより、その静止画像に関連付けられた動画像が存在するか否かを瞬時に判断するこ
とができるので、動画像の再生が容易になるという顕著な効果が得られる。
【００９１】
（実施の形態６）
次に、本発明の実施の形態６における撮像装置について、図２２を用いて説明する。図２
２（ａ）、図２２（ｂ）は実施の形態６における静止画像のサムネイル表示について説明
する図である。
【００９２】
実施の形態５において示した図２１のフローチャートにおいて、静止画像の表示（Ｓ５０
２）を図２２に示すようにサムネイル表示とすることもできる。
【００９３】
画像表示装置５２に、１～９番の静止画像をサムネイル表示させる場合には、図２２（ｂ
）に示すように、撮影時間順に並べて表示させることが通常である。この場合、実施の形
態５にて説明したように、関連付けられた動画像が存在することを示すマーク６９ｃが各
画像の右上に表示される。しかしながら、撮影時間順に並べて表示させると、関連付けら
れた動画像が存在するもの（３～７番）と関連付けられた動画像が存在しないもの（１～
２番、８～９番）とが混在して表示されることにより、非常に見にくく、所望の画像を選
択しにくい。
【００９４】
これに対して、図２２（ａ）に示すように、撮影画像を並び替え、前半の１～５番に関連
付けられた動画像が存在する静止画像を表示し、後半の６～９番に関連付けられた動画像
が存在しない静止画像を表示する。この撮影画像の並び替えは、画像記録手段４９から撮
影画像を読み出す際に、画像表示制御手段５０及びフレームメモリ５１において行う。
【００９５】
以上のようにこの実施の形態６によれば、静止画像をサムネイル表示させる際、従来は撮
影時間順に表示させていたため見にくかったものを、関連付けられた動画像が存在する静
止画像と、関連付けられた動画像が存在しない静止画像とを分類して表示させることによ
り、動画像の選択、再生が容易になる。
【００９６】
なお本実施の形態においては、関連付けられた動画像が存在する静止画像と、関連付けら
れた動画像が存在しない静止画像とを連続して表示したが、さらにわかりやすくするため
、その間にブランク画像を挿入するなどしても良い。さらに、サムネイル表示の場合につ
いて説明したが、静止画像を表示させる順番を変更することについては、１枚ずつ静止画
像を順に表示させる場合に適応しても同様な効果が得られる。
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【００９７】
（実施の形態７）
次に、本発明の実施の形態７における撮像装置について、図２３～図２５を用いて説明す
る。図２３は実施の形態７における撮像装置におけるデータ送信部のブロック図、図２４
は同撮像装置の撮影画像の送信選択メニューを説明する図、図２５は同撮像装置の画像の
送信動作を説明するフローチャートである。なお、実施の形態１と同一の構成要素につい
ては同一の符号を付し、その説明は省略する。
【００９８】
図２３は撮像装置に設けられたデータ送信部のブロック図であり、画像送信制御手段６１
は、画像記録手段４９より読み出した撮影画像を、フレームメモリ５１を介して、撮影画
像送信部６２を経て、アンテナ６３より送信する。
【００９９】
図２４に示すように、画像表示装置５２に表示される画像送信選択メニュー６６は、静止
画像６６ａ、動画像６６ｂ、静止画像及び動画像６６ｃの３つのメニューを含み、これら
の中から撮影者が送信する画像を選択する。
【０１００】
以下、図２５に示すフローチャートを用いて、その撮影画像の送信方法について述べる。
まず、撮影画像を送信する際には、撮影モード選択ダイヤル５３により、送信モード５３
ｇを選択し、メモリカード等より、複数の関連付け情報ファイル５８を読み込む（Ｓ６０
１）。関連付け情報ファイル５８をもとに、画像表示装置５２に、例えば、“Ｓｔｉｌｌ
００１．ｊｐｇ”ファイに保存された静止画像が表示される（Ｓ６０２）。次に、表示さ
れた静止画像、あるいはその静止画像に関連付けられた動画像を送信するかどうかの選択
を行う（Ｓ６０３）。ここで、画像表示装置５２に表示されている静止画像に対して、関
連付けられた動画像がある場合には、図２４に示したように、静止画像６６ａ、動画像６
６ｂ、静止画像及び動画像６６ｃの送信を示す３つのメニューを表示する。別の静止画像
を再生する場合は、矢印キー６４によりページ送りを行い、例えば“Ｓｔｉｌｌ００２．
ｊｐｇ”ファイルに保存された静止画像を表示する。送信する場合には、どの画像を送信
するのかを画像送信選択メニュー６６により選択する（Ｓ６０４）。静止画像のみ送信す
る場合には、例えば、“Ｓｔｉｌｌ００１．ｊｐｇ”ファイル内の静止画像データを送信
する（Ｓ６０５）。また動画像を送信する場合には、関連付け情報ファイル５８の“Ｉｎ
ｄｅｘ００１．ｈｔｍｌ”ファイル内のデータをもとに、この静止画像と関連付けられた
、例えば、“Ｍｏｖｉｅ００１．ａｖｉ”ファイル内の動画像データを送信する（Ｓ６０
６）。さらに静止画像と動画像との両方を送信する場合には、関連付け情報ファイル５８
の“Ｉｎｄｅｘ００１．ｈｔｍｌ”ファイルのデータをもとに、例えば、“Ｓｔｉｌｌ０
０１．ｊｐｇ”ファイル内の静止画像データと“Ｍｏｖｉｅ００１．ａｖｉ”内の動画像
データとの両方を送信する（Ｓ６０７）。
【０１０１】
ここで、静止画像に関連付けられた動画像が存在しない場合、つまり、撮影モード選択ダ
イヤル５３にて、静止画撮影モード（プログラムモードＰ５３ｂ、絞り優先モードＡ５３
ｃ、シャッター優先モードＳ５３ｄ）を選択して撮影した静止画像を表示する際には、画
像送信選択メニュー６６に動画像６６ｂ、静止画像及び動画像６６ｃの送信を示す２つの
メニューは表示せず、静止画像６６ａの送信を示すメニューのみ表示する。
【０１０２】
なお、撮影画像を送信する場合には、撮影画像と共に、関連付け情報ファイル内のデータ
を送っても良い。
【０１０３】
また、実施の形態６にて説明したように、静止画像をサムネイル表示してもよい。この場
合、静止画像を撮影時間順に並べて表示してもよいが、関連付けられた動画像が存在する
静止画像と、関連付けられた動画像が存在しない静止画像とに分類して並べ替えることに
より、所望の画像を選択しやすくなる。
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【０１０４】
以上のように実施の形態７によれば、動画像と静止画像の両方を撮影することができるＤ
ＳＣにおいて、撮影画像の送信時に、動画像と静止画像との関連付けを行う関連付け情報
ファイルを読み込むことにより、静止画像と同時刻に撮影され、かつその静止画像に関連
付けられた動画像を、容易に選択して送信することができる。
【０１０５】
なお本実施の形態においては、アンテナを含め、画像の送信部を撮像装置に内蔵したが、
モデム等のみを内蔵し、携帯電話等と接続して画像を送信する方式としても良い。
【０１０６】
なお本実施の形態においては、撮影画像の送信方式を選択する方式を採用したが、初期設
定は自動的にファイル容量の少ない静止画像のみ送信する方式としておき、ユーザが必要
なときのみ、動画像を送信可能に変更するような方式にしても良い。
【０１０７】
（実施の形態８）
次に、本発明の実施の形態８における撮像装置について、図２６～図２９を用いて説明す
る。図２６は実施の形態８における撮像装置のアクチュエータ駆動回路の構成を示したブ
ロック図、図２７は同撮像装置のズーム初期位置選択手段の操作パネルを示した概略図、
図２８は同撮像装置に使用される沈胴式レンズ鏡筒の広角端と望遠端との中間位置での使
用時の断面図、図２９は同撮像装置の撮影動作を説明するフローチャートである。なお、
実施の形態１と同一の構成要素については同一の符号を付し、その説明は省略する。
【０１０８】
図２６のアクチュエータ駆動回路の構成を示すブロック図は、図６に示す実施の形態１の
アクチュエータ駆動回路に対し、ズーム初期位置記憶手段６７と、ズーム初期位置選択手
段６８を追加したものである。ズーム初期位置選択手段６８の操作パネルはＤＳＣ３５の
外表面上の操作部に設けられ（図１９参照）、その外観は図２７に示すように、ズーム位
置を選択するための２つの矢印キー６８ａと、現在のズーム位置を点灯して表示する表示
部６８ｂとからなる。使用者が、撮影モード選択ダイヤル５３にて、静止画撮影モードあ
るいは動画撮影モードに設定し、それぞれの撮影モードにて、矢印キー６８ａを押してズ
ーム位置を選択することにより、電源オン後のズーム位置を、撮影者が自由に選択するこ
とができる。選択されたズーム位置は、ズーム初期位置記憶手段６７に初期光学ズーム倍
率情報として記憶される。
【０１０９】
以下、図２９に示すフローチャートを用いて、その撮影方法について述べる。
【０１１０】
まず、静止画像あるいは動画像を撮影する際には、撮影モード選択ダイヤル５３により、
撮影するモードを選択する（Ｓ７０１）。その状態で、ＤＳＣ３５の電源ボタン３７をオ
ンにする（Ｓ７０２）。ここで、マイクロコンピュータ３６は、撮影モードがどの状態に
なっているのかを判別する（Ｓ７０３）。撮影モードが静止画撮影モードである場合、例
えば、ズーム初期位置が望遠端に設定されていると、１群レンズＬ１を駆動する１群レン
ズ駆動アクチュエータ２２が回転し、図１１に示す状態に移行する（Ｓ７０４）。
【０１１１】
また、撮影モードが動画撮影モードである場合、例えば、ズーム初期位置が広角端に設定
されていると、１群レンズＬ１を駆動する１群レンズ駆動アクチュエータ２２が回転し、
さらにズーミング用レンズである２群レンズＬ２を所定位置に移動させることにより、図
１２に示す状態に移行する（Ｓ７０５）。１群レンズＬ１及び２群レンズＬ２が所定位置
まで移動することにより、撮影準備状態となる（Ｓ７０６）。
【０１１２】
以上のように本実施の形態８によれば、動画像と静止画像の両方を撮影することができる
ＤＳＣにおいて、動画撮影時と静止画撮影時との電源オン時のズーム倍率について、撮影
者が自由に設定可能としたことにより、例えば、瞬時にズームアップして静止画像を撮影

10

20

30

40

50

(16) JP 3695752 B2 2005.9.14



したい場合には、広角端に比べてスタンバイ状態に至るまでの時間が短い望遠端での撮影
が電源オンの直後に瞬時に可能になるので、シャッターチャンスを逃すなどの不都合が生
じにくくなる。
【０１１３】
なお、選択するズーム初期位置については、広角端からから望遠端までの範囲で無段階に
設定できるようにしてもよく、例えば、図２８に示す広角端と望遠端との中間位置となる
ようにしても同様な効果が得られる。
【０１１４】
【発明の効果】
以上のように、本発明の第１の撮像装置は、動画像を撮影する動画撮影モードと静止画像
を撮影する静止画撮影モードとを有する撮像装置であって、前記撮像装置の電源をオン／
オフする電源ボタンと、前記動画撮影モード及び前記静止画撮影モードのいずれかを選択
する撮影モード選択手段と、前記撮像装置が電源オフの状態で前記動画撮影モードが選択
された場合には、電源オンの後、直ちに動画撮影の開始を指示する第１の撮影制御手段と
を備える。これにより、電源オン後に、瞬時に動画撮影を開始することができる。したが
って撮影者は、被写体を追いかけるなどの操作を行いながらも、重要な場面を撮り逃すな
どの不都合が生じないため、従来のＤＳＣでは不向きであった使用方法を行うことができ
る。
【０１１５】
本発明の第２の撮像装置は、動画像を撮影する動画撮影モードと静止画像を撮影する静止
画撮影モードとを有する撮像装置であって、前記動画撮影モード及び前記静止画撮影モー
ドのいずれかを選択する撮影モード選択手段と、前記撮像装置が電源オンの状態で前記動
画撮影モードが選択された場合には、直ちに動画撮影の開始を指示する第２の撮影制御手
段とを備える。これにより、電源オンの状態で動画撮影モードを選択するのみで、別途シ
ャッターボタンを押すことなく、瞬時に動画撮影を開始させることができる。その結果、
大事なシャッターチャンスを逃す機会を減らすことができる。
【０１１６】
本発明の第３の撮像装置は、動画像を撮影する動画撮影モードと静止画像を撮影する静止
画撮影モードとを有する撮像装置であって、前記動画撮影モード及び前記静止画撮影モー
ドのいずれかを選択する撮影モード選択手段と、前記動画撮影モードが選択されて動画撮
影を開始する際には、静止画像を少なくとも１枚撮影すると共に動画撮影の開始を指示す
る第３の撮影制御手段とを備える。これにより、動画撮影モードが選択された状態で撮影
を行うと、動画撮影が始まる前にその動画像に比べ高解像度の静止画像を撮影することが
できるので、同一の時刻の被写体を連続して撮影できるという、これまでのＤＳＣにはな
い使用方法を行うことができる。
【０１１７】
更に、本発明の第４の撮像装置は、動画像を撮影する動画撮影モードと静止画像を撮影す
る静止画撮影モードとを有し、撮影レンズを介して撮影する撮像装置であって、前記撮像
装置の電源をオン／オフする電源ボタンと、前記動画撮影モード及び前記静止画撮影モー
ドのいずれかを選択する撮影モード選択手段と、前記撮影レンズのズーム倍率を変更する
ために前記撮影レンズを駆動するズーム駆動手段と、前記動画撮影モードと静止画撮影モ
ードにおける電源オン時のそれぞれのズーム倍率を初期光学ズーム倍率情報として選択す
るズーム倍率選択手段と、選択された前記初期光学ズーム倍率情報を記憶する記憶手段と
を備え、前記記憶手段に前記初期光学ズーム倍率情報が記憶されている場合には、電源オ
ン時に、前記撮影モード選択手段により選択された前記動画撮影モード又は前記静止画撮
影モードに応じた前記初期光学ズーム倍率情報に基づいたズーム倍率位置まで前記撮影レ
ンズを移動させて停止する。動画撮影時と静止画撮影時との電源オン時のズーム倍率につ
いて、撮影者が自由に設定可能としたことにより、例えば、瞬時にズームアップして静止
画像を撮影したい場合には、広角端に比べスタンバイ状態に至るまでの時間が短い望遠端
での撮影が電源オンの直後に瞬時に可能になるので、シャッターチャンスを逃すなどの不
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都合が生じにくくなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１における撮像装置に使用される沈胴式レンズ鏡筒の分解斜
視図である。
【図２】本発明の実施の形態１における撮像装置に使用される沈胴式レンズ鏡筒のガイド
ポール支持部を説明する分解斜視図である。
【図３】図３（ａ）は理想的な沈胴式レンズ鏡筒におけるレンズの傾きを示した図、図３
（ｂ）は従来の沈胴式レンズ鏡筒におけるレンズの傾きを示した図、図３（ｃ）は本発明
の実施の形態１における沈胴式レンズ鏡筒におけるレンズの傾きを示した図である。
【図４】本発明の実施の形態１における撮像装置に使用される沈胴式レンズ鏡筒における
カム溝の展開図である。
【図５】本発明の実施の形態１における撮像装置に使用される沈胴式レンズ鏡筒の２群レ
ンズの原点検出センサの取り付け位置を説明する分解斜視図である。
【図６】本発明の実施の形態１における撮像装置のアクチュエータ駆動回路の構成を示し
たブロック図である。
【図７】本発明の実施の形態１における撮像装置の画像処理部のハードウェアウェア構成
を示したブロック図である。
【図８】本発明の実施の形態１における撮像装置の操作部の概略図である。
【図９】本発明の実施の形態１における撮像装置の撮影モードを選択するモードダイヤル
の概略図である。
【図１０】本発明の実施の形態１における撮像装置に使用される沈胴式レンズ鏡筒の沈胴
時での断面図である。
【図１１】本発明の実施の形態１における撮像装置に使用される沈胴式レンズ鏡筒の望遠
端使用時での断面図である。
【図１２】本発明の実施の形態１における撮像装置に使用される沈胴式レンズ鏡筒の広角
端使用時での断面図である。
【図１３】本発明の実施の形態１における撮像装置の撮影動作を説明するフローチャート
である。
【図１４】本発明の実施の形態２における撮像装置の撮影動作を説明するフローチャート
である。
【図１５】本発明の実施の形態３における撮像装置の撮影動作を説明するフローチャート
である。
【図１６】本発明の実施の形態４における撮像装置のファイルシステムのディレクトリ構
造を示す図である。
【図１７】本発明の実施の形態４における撮像装置の関連付け情報ファイルのデータを説
明する図である。
【図１８】本発明の実施の形態４における撮像装置の撮影動作を説明するフローチャート
である。
【図１９】本発明の実施の形態５における撮像装置の画像表示部の概略図である。
【図２０】本発明の実施の形態５における動画像の再生メニューを説明する図である。
【図２１】本発明の実施の形態５における画像の再生動作を説明するフローチャートであ
る。
【図２２】本発明の実施の形態６における静止画像のサムネイル表示について説明する図
である。
【図２３】本発明の実施の形態７における撮像装置のデータ送信部のブロック図である。
【図２４】本発明の実施の形態７における撮像装置の撮影画像の送信選択メニューを説明
する図である。
【図２５】本発明の実施の形態７における撮像装置の撮影画像の送信動作を説明するフロ
ーチャートである。
【図２６】本発明の実施の形態８における撮像装置のアクチュエータ駆動回路の構成を示
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したブロック図である。
【図２７】本発明の実施の形態８における撮像装置のズーム初期位置選択手段の操作パネ
ルを示した概略図である。
【図２８】本発明の実施の形態８における撮像装置に使用される沈胴式レンズ鏡筒の広角
端と望遠端との中間位置での使用時の断面図である。
【図２９】本発明の実施の形態８における撮像装置の撮影動作を説明するフローチャート
である。
【図３０】従来の撮像装置に使用される沈胴式レンズ鏡筒の分解斜視図である。
【符号の説明】
Ｌ１　１群レンズ
Ｌ２　２群レンズ（ズーム用レンズ）
Ｌ３　３群レンズ（像ぶれ補正用レンズ群）
Ｌ４　４群レンズ（フォーカス用レンズ）
１　沈胴式レンズ鏡筒
２　１群保持枠
３　１群移動枠
４ａ，４ｂ　ガイドポール
５　２群移動枠
６　２群レンズ駆動アクチュエータ
８　３群枠
８ａ，８ｂ　ガイドポール支持部
９　４群移動枠
１０　マスターフランジ
１１ａ，１１ｂ　ガイドポール
１２　４群レンズ駆動アクチュエータ
１４　撮像素子（ＣＣＤ）
１５　駆動枠
１６ａ，１６ｂ，１６ｃ　カムピン
１７　カム枠
１８ａ，１８ｂ，１８ｃ　カム溝
１９　駆動ギア
２１　駆動ユニット
２２　１群レンズ駆動アクチュエータ
２３　減速ギアユニット
２４　シャッターユニット
２５　２群レンズ用原点検出センサ
２６　４群レンズ用原点検出センサ
２７　１群レンズ用原点検出センサ
３１　像ぶれ補正装置
３５　ＤＳＣ
３６　マイクロコンピュータ
３７　電源ボタン
３８　変倍用レバー
３９　シャッターボタン
４１ｙ，４１ｘ　電磁アクチュエータ
５２　画像表示装置
５３　撮影モード選択ダイヤル
５４　撮影画像フォルダ
５５　関連付け情報ファイルフォルダ
５６　静止画像フォルダ
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５７　動画像フォルダ
５８　関連付け情報ファイル
５９　静止画像ファイル
６０　動画像ファイル
６１　画像送信制御手段
６２　撮影画像送信部
６３　アンテナ
６４　矢印選択キー
６６　画像送信選択メニュー
６７　ズーム初期位置記憶手段
６８　ズーム初期位置選択手段
６９　動画再生メニュー
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】
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【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】
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